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【発明の名称】車両ステアリング用伸縮軸、及びカルダン軸継手付き車両ステアリング用
伸縮軸
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両ステアリング用伸縮軸、及びカルダン軸継手付き車両ステアリング用伸
縮軸に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両用ステアリング装置においては、中間シャフトは、例えば、ステアリングシャフト
側に設けたカルダン軸継手と、ステアリングギヤ側に設けたカルダン軸継手との間に設け
てある。
【０００３】
　中間シャフトは、互いに回転不能且つ摺動自在にスプライン嵌合等した雄軸と雌軸とか
らなり、運転者の操舵トルクを確実にステアリングギヤに伝達するように、ガタ付きを防
止しながら、高剛性の状態で操舵トルクを伝達できる一方、車両の走行時に生起する軸方
向の変位を吸収し、また、分解・組立時に伸縮できるように、比較的低い安定した摺動荷
重により軸方向に摺動（伸縮）できるようになっている。
【０００４】
　中間シャフトでは、車輪側やエンジンルームから車室内に伝わる不快な「音」や「振動
」を遮断するため、例えば、ドイツ特許公開公報ＤＥ１９９０５３５０Ａ１号公報に於い
ては、中間シャフトとカルダン軸継手のヨークとの間に、緩衝機構を設けている。
【０００５】
　この緩衝機構では、中間シャフトとカルダン軸継手のヨークとの間に、内環と外環の間
にゴムを充填した緩衝部材を設けている。操舵トルクが所定以下の時、この緩衝部材によ
って、エンジンルームから伝わってくる不快な音や振動を緩衝して低減できるようになっ
ている。
【０００６】
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　なお、ヨーク側に、切欠きを形成し、中間シャフト側に、係合部材（突起状カム）を設
けている。これにより、操舵トルクが所定以下の時、係合部材が切欠きに係合せず、操舵
トルクが上昇して所定以上の時には、係合部材が切欠きに係合して、操舵トルクを伝達で
きるため、キレのある操舵感を得ることができるようになっている。
【０００７】
　上記のように、カルダン軸継手付き中間シャフトは、操舵トルク伝達機能、伸縮機能に
加えて、緩衝機能をも備えている。
【０００８】
　しかしながら、上記の緩衝機構は、カルダン軸継手のヨークに設ける必要があることか
ら、緩衝機構の分だけ有効利用スペースが削減されてしまい、比較的狭い箇所にも拘わら
ず、スペースの有効利用を図れないといったことがある。また、部品点数や製造コストの
低減を図れないといったこともある。
【０００９】
　また、自動車の操舵機構部の伸縮軸には、自動車が走行する際に発生する軸方向の変位
を吸収し、ステアリングホイール上にその変位や振動を伝えない性能が要求される。さら
に、運転者が自動車を運転するのに最適なポジションを得るためにステアリングホイール
の位置を軸方向に移動し、その位置を調整する機能が要求される。
【００１０】
　これら何れの場合にも、伸縮軸は、ガタ音を低減することと、ステアリングホイール上
のガタ感を低減することと、軸方向の摺動動作時における摺動抵抗を低減することとが要
求される。
【００１１】
　このようなことから、従来、伸縮軸の雄軸に、ナイロン膜をコーティングし、摺動部に
グリースを塗布し、金属騒音、金属打音等を吸収または緩和するとともに、摺動抵抗の低
減と回転方向ガタの低減を行ってきた。
【００１２】
　しかし、使用経過によりナイロン膜の摩耗が進展して回転方向ガタが大きくなるといっ
たことがある。また、エンジンルーム内の高温にさらされる条件下では、ナイロン膜は、
体積変化し、摺動抵抗が著しく大きくなったり、摩粍が著しく促進されたりするため、回
転方向ガタが大きくなるといったことがある。
【００１３】
　このようなことから、独国特許ＤＥ３７３０３９３Ｃ２号公報では、雄軸の外周面と雌
軸の内周面とに夫々形成した複数対の軸方向溝の間に、両軸の軸方向相対移動の際に転動
するトルク伝達部材（球状体）が嵌合してある。
【００１４】
　さらに、この独国特許では、トルク伝達部材（球状体）の径方向内方又は外方と、各対
の軸方向溝との間に、トルク伝達部材（球状体）を介して雄軸と雌軸に予圧を付与するた
めの予圧用の弾性体（板バネ）が設けてある。
【００１５】
　これにより、トルク非伝達時（摺動時）には、板バネにより、トルク伝達部材（球状体
）を雌軸に対してガタ付きのない程度に予圧しているため、雄軸と雌軸の間のガタ付きを
防止することができ、雄軸と雌軸は、ガタ付きのない安定した摺動荷重で軸方向に摺動す
ることができる。
【００１６】
　また、トルク伝達時には、板バネにより、トルク伝達部材（球状体）を周方向に拘束で
きるようになっているため、雄軸と雌軸は、その回転方向のガタ付きを防止して、高剛性
の状態でトルクを伝達することができる。
【００１７】
　しかも、上記独国特許ＤＥ３７３０３９３Ｃ２号公報の図１乃至図５に開示した構造で
は、一組のトルク伝達部材（球状体）を予圧する一つの板バネと、周方向に隣接する他の
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一組のトルク伝達部材（球状体）を予圧する他の板バネとは、周方向に延びる円弧状の連
結部（ウェブ）によって、周方向に連結してある。
【００１８】
　この連結部（ウェブ）は、上記の二つの板バネに互いに引張力又は圧縮力を与えて、二
つの板バネに予圧を発生させるためである。
【００１９】
　なお、上記独国特許公報中図６及び図７に開示した構造では、二つの板バネを連結部（
ウェブ）により連結することなく、板バネと軸方向溝との間に、別途の弾性体が介装して
あり、これにより、径方向に予圧を発生させている。
【００２０】
　しかしながら、上記特許文献１に開示した構造では、第１には、雄軸・球状体・雌軸の
間に予圧を発生させるため、板バネは、その曲率と軸方向溝の曲率とを変えて介装してい
る。そのため、板バネは、その撓み量を大きくとることができない。なお、加工精度のバ
ラツキがある場合には、この程度の板バネの撓み量では、この加工精度のバラツキを許容
することができない。
【００２１】
　また、第２には、トルクが入力された時、雄軸、板バネ、球状体、及び、雌軸は、互い
に狭まりあってトルクを伝達するため、球状体と板バネとの接触点は、非常に高い面圧と
なる。即ち、トルク伝達時には、板バネに高い応力が発生することから、板バネの永久変
形による「へたり」を招来し、長期にわたる予圧性能の維持が困難になり、ステアリング
シャフトの長寿命化が阻まれる虞れがある。
【００２２】
　さらに、第３には、トルク伝達時、板バネが軸方向溝から周方向に横滑りして、伝達ト
ルクの低下を招いたり、ヒステリシスの大きさを管理できず、ヒステリシスが過大に発生
したりするといった虞れがある。
【００２３】
　さらに、第４には、トルクを負荷していない時、雄軸・球状体・板バネ・雌軸の間では
、その接触点が同一線上にないことから、トルクを負荷するに従って、接触角が変化して
しまい、その結果、ステアリングシャフトに必要なリニアな捩り特性を得ることができな
いだけでなく、適正なヒステリシスをも得ることができない虞れがある。
【００２４】
　本発明は、上述したような事情に鑑みてなされたものであって、ガタ付きを確実に防止
しながら、安定した摺動荷重により摺動できると共に、高剛性の状態でトルクを伝達でき
、しかも、スペースの有効利用や部品点数削減を図りつつ、二段階又は三段階の捩り剛性
特性を備えた車両ステアリング用伸縮軸、及びカルダン軸継手付き車両ステアリング用伸
縮軸を提供することを目的とする。
【発明の開示】
【００２５】
　上記の目的を達成する参考例に係る車両ステアリング用伸縮軸は、車両のステアリング
シャフトに組込み、雄軸と雌軸をトルク伝達可能に且つ軸方向に相対移動可能に嵌合した
車両ステアリング用伸縮軸において、
前記雄軸の外周面と前記雌軸の内周面に形成した少なくとも１対の軸方向溝の間に、予圧
用の弾性体を介して、転動体を嵌合し、
前記雄軸の外周面と前記雌軸の内周面に形成した、他の少なくとも１対の軸方向溝の間に
、摺動体を嵌合し、
操舵トルクが所定以下の時、前記予圧用の弾性体は、予圧作用を行って低剛性特性を発揮
する一方、操舵トルクが所定以上の時、前記摺動体は、前記一対の軸方向溝に周方向に係
合して高剛性特性を発揮し、これにより、低剛性特性、及び高剛性特性の二段階の捩り剛
性特性を備えることを特徴とする。
【００２６】



(4) JP 2007-191149 A5 2008.11.13

　このように、参考例によれば、トルク非伝達時には、２種類の転動体と摺動体を用いて
いると共に、弾性体により、転動体を雌軸に対してガタ付きのない程度に予圧しているた
め、雄軸と雌軸の間のガタ付きを確実に防止しながら、雄軸と雌軸は、安定した摺動荷重
により軸方向に摺動することができる。
【００２７】
　トルク伝達時、摺動体が一対の軸方向溝に周方向に係合して拘束でき、さらに、弾性体
により転動体を周方向に拘束できるため、雄軸と雌軸の間の回転方向ガタ付きを確実に防
止しながら、高剛性の状態でトルクを伝達することができる。
【００２８】
　また、操舵トルクが所定以下の時、予圧用の弾性体は、予圧作用を行って低剛性特性を
発揮する一方、操舵トルクが所定以上の時、摺動体は、一対の軸方向溝に周方向に係合し
て高剛性特性を発揮する。
【００２９】
　即ち、操舵トルクが所定以下の時、弾性体は、予圧作用により、エンジンルームから伝
わってくる不快な音や振動を緩衝して低減する一方、操舵トルクが上昇して所定以上の時
、摺動体が一対の軸方向溝に周方向に係合して操舵トルクを伝達できるため、キレのある
操舵感を得ることができる。
【００３０】
　従って、トルク伝達・摺動機構が緩衝機構をも兼ねることから、スペースの有効利用、
部品点数削減、及び製造コストの低減を図りつつ、二段階の捩り剛性特性を備えた伸縮軸
を提供することができる。
【００３１】
　また、上記目的を達成する第２参考例に係るカルダン軸継手付き車両ステアリング用伸
縮軸は、車両のステアリングシャフトに組込み、雄軸と雌軸をトルク伝達可能に且つ軸方
向に相対移動可能に嵌合し、カルダン軸継手のヨークを連結したカルダン軸継手付き車両
ステアリング用伸縮軸において、
前記雄軸の外周面と前記雌軸の内周面に形成した少なくとも１対の軸方向溝の間に、予圧
用の弾性体を介して、転動体を嵌合し、
前記雄軸の外周面と前記雌軸の内周面に形成した、他の少なくとも１対の軸方向溝の間に
、摺動体を嵌合し、
前記ヨークと、前記雄軸又は雌軸の一方との間に、緩衝部材を介装し、
前記ヨークに、被係合部を形成する一方、前記雄軸又は雌軸の一方に、当該被係合部に係
脱自在の係合部材を設け、
操舵トルクが所定以下の時、前記係合部材は前記被係合部に係合せず、前記緩衝部材は、
緩衝作用を行って低剛性特性を発揮し、操舵トルクが所定の中間範囲の時、前記予圧用の
弾性体は、予圧作用を行って中剛性特性を発揮する一方、操舵トルクが所定以上の時、前
記係合部材は前記被係合部に係合し、前記摺動体は、前記一対の軸方向溝に周方向に係合
して高剛性特性を発揮し、これにより、低剛性特性、中剛性特性、及び高剛性特性の三段
階の捩り剛性特性を備えることを特徴とする。
【００３２】
　このように、第２参考例によれば、操舵トルクが所定以下の時、係合部材は被係合部に
係合せず、緩衝部材は、緩衝作用を行って低剛性特性を発揮し、操舵トルクが所定の中間
範囲の時、予圧用の弾性体は、予圧作用を行って中剛性特性を発揮する一方、操舵トルク
が所定以上の時、係合部材は被係合部に係合し、摺動体は、一対の軸方向溝に周方向に係
合して高剛性特性を発揮する。
【００３３】
　即ち、操舵トルクが所定以下の時、係合部材は被係合部に係合せず、緩衝部材によって
、エンジンルームから伝わってくる不快な音や振動を緩衝して低減でき、操舵トルクが所
定の中間範囲の時、予圧用の弾性体は、予圧作用によって、捩り剛性を段階的に高くする
一方、操舵トルクが上昇して所定以上の時、係合部材は被係合部に係合し、摺動体が一対
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の軸方向溝に周方向に係合して操舵トルクを伝達するため、キレのある操舵感を得ること
ができる。
【００３４】
　従って、伸縮軸がトルク伝達・摺動・緩衝機構を兼ね備えている場合に、別途、ヨーク
側にも緩衝機構を設けることにより、三段階の捩り剛性特性を備えた伸縮軸を提供するこ
とができる。
【００３５】
　本願第１発明の目的は、安定した摺動荷重を実現すると共に、回転方向ガタ付きを確実
に防止して、高剛性の状態でトルクを伝達でき、しかも、板バネの撓み量を比較的大きく
することができ、予圧性能の耐久性を向上することができ、ヒステリシスが過大になるこ
とを防止し、ステアリングシャフトに必要なリニアな捩り特性を得ることができる、車両
ステアリング用伸縮軸を提供することにある。
【００３６】
　本第１発明に係る車両ステアリング用伸縮軸は、車両のステアリングシャフトに組込み
、雄軸と雌軸をトルク伝達可能に且つ軸方向に相対移動可能に嵌合した車両ステアリング
用伸縮軸において、
前記雄軸の外周面と前記雌軸の内周面とに夫々形成した少なくとも一列の軸方向溝の間に
、弾性体と、第１トルク伝達部材とから成る第１トルク伝達部を形成し、
前記弾性体は、
前記第１トルク伝達部材に接触する伝達部材側接触部と、
当該伝達部材側接触部に対して、略周方向に所定間隔をおいて離間してあると共に、前記
雄軸又は雌軸の軸方向溝の溝面に接触する溝面側接触部と、
前記伝達部材側接触部と当該溝面側接触部を相互に離間する方向に弾性的に付勢する付勢
部と、を有することを特徴とする。
【００３７】
　このように、本第１発明によれば、弾性体は、第１トルク伝達部材に接触する伝達部材
側接触部と、この伝達部材側接触部に対して、略周方向に所定間隔をおいて離間してある
と共に、雄軸又は雌軸の軸方向溝の溝面に接触する溝面側接触部と、伝達部材側接触部と
溝面側接触部を相互に離間する方向に弾性的に付勢する付勢部と、を有している。従って
、弾性体は、その伝達部材側接触部が付勢部を介して十分に撓むことができ、撓み量を十
分に確保することができる。
【００３８】
　また、本第１発明に係る車両ステアリング用伸縮軸は、好ましくは、前記雄軸の外周面
と前記雌軸の内周面とには、更に第２のトルク伝達部を形成していることを特徴とする。
【００３９】
　このように、第１トルク伝達部材以外に、第２トルク伝達部材を備えていることから、
トルク伝達時には、第２トルク伝達部材の方が弾性体に過大な負荷（応力）がかかるより
先に雄軸と雌軸の軸方向溝に接触し、第２トルク伝達部材が主としてトルクを伝達するこ
とができるため、第１トルク伝達部材及び弾性体には、過大な負荷（応力）がかかること
がない。
【００４０】
　さらに、弾性体は、上記のように、撓み量を十分に確保することができると共に、第１
トルク伝達部材及び弾性体には、過大な負荷（応力）がかかることがないことから、トル
ク伝達時に、第１トルク伝達部材と弾性体との接触部に発生する応力を緩和することがで
き、これにより、高い応力が発生することがなく、永久変形による「へたり」を防止して
、長期にわたり予圧性能を維持することができる。
【００４１】
　さらに、弾性体は、その伝達部材側接触部が第１トルク伝達部材に接触していると共に
、その溝面側接触部が軸方向溝の溝面に接触していることから、弾性体は、軸方向溝に嵌
り合うような状態になっている。従って、トルク伝達時に、弾性体全体が軸方向溝から周
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方向に横滑りし難くなることから、伝達トルクの低下を招くことがなく、また、ヒステリ
シスが過大になることを防止することができる。
【００４２】
　さらに、トルクの負荷状態に拘わらず、雄軸・球状体・弾性体・雌軸の間では、その接
触点が同一線上に留まることから、接触角が変化することがなく、これにより、ステアリ
ングシャフトに必要なリニアな捩り特性を得ることができ、リニアで高剛性感のある操舵
特性を得ることができる。
【００４３】
　なお、雄軸、雌軸、及び弾性体の製造誤差は、弾性体の弾性変形により吸収することが
できるため、溝部の機械加工をする必要がなくなり、低コスト化を図ることができる。
【００４４】
　また、本第１発明に係る車両ステアリング用伸縮軸は、好ましくは前記第１トルク伝達
部材は、前記両軸の軸方向相対移動の際に転動する転動体であり、
前記第２トルク伝達部は、前記両軸の軸方向相対移動の際に滑り摺動する摺動体から成る
とすることができる。このように、第１トルク伝達部材は、両軸の軸方向相対移動の際に
転動する転動体であり、第２トルク伝達部は、両軸の軸方向相対移動の際に滑り摺動する
摺動体であることから、トルク伝達時には、摺動体の第２トルク伝達部の方が弾性体に過
大な負荷（応力）がかかるより先に雄軸と雌軸の軸方向溝に接触し、摺動体の第２トルク
伝達部が主としてトルクを伝達することができるため、転動体の第１トルク伝達部材及び
弾性体には、過大な負荷（応力）がかかることがない。従って、セット時及びトルク伝達
時には、転動体と弾性体との接触部に発生する応力を緩和することができ、永久変形によ
る「へたり」を防止して、長期にわたり予圧性能を維持することができる。
【００４５】
　さらに、本第１発明に係る車両ステアリング用伸縮軸は、好ましくは前記弾性体の付勢
部は、前記伝達部材側接触部と前記溝面側接触部との間で折曲した折曲形状とすることが
できる。このように、弾性体の付勢部は、伝達部材側接触部と溝面側接触部との間で折曲
した折曲形状であり、この折曲形状の付勢部によって、伝達部材側接触部と溝面側接触部
を相互に離間するように弾性的に付勢することができる。
【００４６】
　さらに、本第１発明に係る車両ステアリング用伸縮軸は、好ましくは前記雄軸又は雌軸
の軸方向溝は、前記弾性体の溝面側接触部に接触する平面状側面と、当該平面状側面に連
接した底面とを有し、
前記弾性体は、当該軸方向溝の底面に対向した底部を有し、
当該軸方向溝の底面に、当該弾性体の底部を接触状態にするか、又は、当該軸方向溝の底
面と、当該弾性体の底部との間隔を所定間隔に設定することができる。このように、弾性
体は、軸方向溝の底面に対向した底部を有し、軸方向溝の底面に、弾性体の底部を接触状
態にするか、又は、軸方向溝の底面と、弾性体の底部との間隔を所定間隔に設定している
。
【００４７】
　従って、軸方向溝の底面に、弾性体の底部を必要に応じて接触させることにより、ヒス
テリシスをコントロールすることができ、所望のヒステリシスを得ることができる。
【００４８】
　即ち、ヒステリシスは、各車両の操舵性能とのマッチングによって種々変える必要があ
る。具体的には、軸方向溝の底面に、弾性体の底部を接触状態に設定している場合には、
軸方向溝と弾性体が相対的に移動した際にフリクションが発生し、ヒステリシスを比較的
大きく設定することができる。一方、軸方向溝の底面と、弾性体の底部の間隔を所定間隔
に設定している場合には、軸方向溝と弾性体が相対的に移動した際にフリクションが発生
することがなく、ヒステリシスを比較的小さく設定することができる。
【００４９】
　さらに、本第１発明に係る車両ステアリング用伸縮軸は、好ましくは前記弾性体の付勢
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部は、前記伝達部材側接触部と前記溝面側接触部とは、別体であって、異なる材料から形
成することができる。このように、請求項６によれば、弾性体の付勢部は、伝達部材側接
触部と溝面側接触部とは、別体であって、異なる材料から形成してあることから、トルク
伝達時に、付勢部に発生する応力を比較的小さくすることができる。
【００５０】
　さらに、本第２発明に係る車両ステアリング用伸縮軸は、前記弾性体は、前記伝達部材
側接触部、前記溝面側接触部、及び前記付勢部以外に、別体であって異なる材料から形成
してある第２付勢部を有する。このように、弾性体は、伝達部材側接触部、溝面側接触部
、及び付勢部以外に、別体であって異なる材料から形成してある第２付勢部を有している
ことから、２個の付勢部により、所望の高剛性感のある操舵特性を得ることができる。
【００５１】
　さらに、本第２発明に係る車両ステアリング用伸縮軸は、好ましくは前記弾性体は、板
バネからなる。このように、弾性体は、板バネからなることから、製造コストを抑制しつ
つ、所望の高剛性感のある操舵特性を得ることができる。
【００５２】
　さらに、本第２発明に係る車両ステアリング用伸縮軸は、好ましくは別体であって異な
る材料から形成してある前記付勢部、及び別体であって異なる材料から形成してある前記
第２付勢部は、ゴム又は合成樹脂から形成してある。このように、別体であって異なる材
料から形成してある付勢部、及び別体であって異なる材料から形成してある第２付勢部は
、ゴム又は合成樹脂から形成してあることから、トルク伝達時に付勢部に発生する応力を
比較的小さくすることができ、また、所望の高剛性感のある操舵特性を得ることができる
。
【００５３】
　さらに、本第２発明に係る車両ステアリング用伸縮軸は、好ましくは前記雄軸の軸方向
溝、前記雌軸の軸方向溝、前記弾性体、及び前記第１トルク伝達部材の間には、潤滑剤が
塗布してある。このように、雄軸の軸方向溝、雌軸の軸方向溝、弾性体、及び第１トルク
伝達部材の間には、潤滑剤が塗布してあることから、トルク非伝達時（摺動時）、雄軸と
雌軸は、ガタ付きのない安定した摺動荷重で軸方向に摺動することができる。
【００５４】
　以上から、本第２発明によれば、弾性体に発生する応力を軽減することにより、弾性体
の「へたり」を防止し、長期にわたって求める予圧性能を維持することができる。また、
寸法精度を厳しくする必要がなく、低コストを実現することができる。さらに、弾性体と
軸方向溝とのフリクションをコントロールすることができる構造なので、求められる操舵
性能を容易に得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５５】
　以下、本発明の参考例および実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸を図面を参照
しつつ説明する。
【００５６】
（車両用ステアリングシャフトの全体構成）
　図１は、本発明の参考例および実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸を適用した
自動車の操舵機構部の側面図である。
【００５７】
　図１において、車体側のメンバ１００にアッパブラケット１０１とロアブラケット１０
２とを介して取付けられたアッパステアリングシャフト部１２０（ステアリングコラム１
０３と、ステアリングコラム１０３に回転自在に保持されたスアリングシャフト１０４を
含む）と、ステアリングシャフト１０４の上端に装着されたステアリングホイール１０５
と、ステアリングシャフト１０４の下端にユニバーサルジョイント１０６を介して連結さ
れたロアステアリングシャフト部１０７と、ロアステアリングシャフト部１０７に操舵軸
継手１０８を介して連結されたピニオンシャフト１０９と、ピニオンシャフト１０９に連
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結したステアリングラック軸１１２と、このステアリングラック軸１１２を支持して車体
の別のフレーム１１０に弾性体１１１を介して固定されたステアリングラック支持部材１
１３とから操舵機構部が構成されている。
【００５８】
　ここで、アッパステアリングシャフト部１２０とロアステアリングシャフト部１０７が
本発明の参考例又は実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸（以後、伸縮軸と記す）
を用いている。ロアステアリングシャフト部１０７は、雄軸と雌軸とを嵌合したものであ
るが、このようなロアステアリングシャフト部１０７には自動車が走行する際に発生する
軸方向の変位を吸収し、ステアリングホイール１０５上にその変位や振動を伝えない性能
が要求される。このような性能は、車体がサブフレーム構造となっていて、操舵機構上部
を固定するメンバ１００とステアリングラック支持部材１１３が固定されているフレーム
１１０が別体となっておりステアリングラック支持部材１１３がゴムなどの弾性体１１１
を介してフレーム１１０に締結固定されている構造の場合に要求される。また、その他の
ケースとして操舵軸継手１０８をピニオンシャフト１０９に締結する際に作業者が、伸縮
軸をいったん縮めてからピニオンシャフト１０９に嵌合させ締結させるため伸縮機能が必
要とされる場合がある。さらに、操舵機構の上部にあるアッパステアリングシャフト部１
２０も、雄軸と雌軸とを嵌合したものであるが、このようなアッパステアリングシャフト
部１２０には、運転者が自動車を運転するのに最適なポジションを得るためにステアリン
グホイール１０５の位置を軸方向に移動し、その位置を調整する機能が要求されるため、
軸方向に伸縮する機能が要求される。前述のすべての場合において、伸縮軸には嵌合部の
ガタ音を低減することと、ステアリングホイール１０５上のガタ感を低減することと、軸
方向摺動時における摺動抵抗を低減することが要求される。
【００５９】
（第１参考例の形態）
　図２は、本発明の第１参考例の形態に係るカルダン軸継手付き車両ステアリング用伸縮
軸の縦断面図である。図３は、図２に示した車両ステアリング用伸縮軸の分解斜視図であ
る。図４は、図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿った横断面図である。図５は、操舵トルクと回
転角度との関係を示すグラフ（その１）である。図６は、操舵トルクと回転角度との関係
を示すグラフ（その２）である。図７は、操舵トルクと回転角度との関係を示すグラフ（
その３）である。
【００６０】
　図２に示すように、車両ステアリング用伸縮軸（以後、伸縮軸と記す）は、相互に回転
不能に且つ摺動自在に嵌合した雄軸１と雌軸２とからなる。
【００６１】
　雄軸１は、ステアリングホイール側のカルダン軸継手２０のヨーク２１に連結してあり
、雌軸２は、ステアリングギヤ側のカルダン軸継手２２のヨーク２３に連結してある。
【００６２】
　図３に示すように、雄軸１の外周面には、周方向に１２０度間隔で等配した３対の略円
弧状の軸方向溝３、４が延在して形成してある。対応して雌軸２の内周面にも、周方向に
１２０度間隔で等配した３対の略円弧状の軸方向溝５、６が延在して形成してある。
【００６３】
　各対において、雄軸１の略円弧状の軸方向溝３と、雌軸２の略円弧状の軸方向溝５との
間に、予圧用の波形形状の板バネ９を介して、複数個のボール７（球状転動体）が転動自
在に嵌合してある。なお、雄軸１の各軸方向溝３の両側には、この板バネ９を係止するた
めの段部３ａが形成してある。
【００６４】
　雄軸１の略円弧状の軸方向溝４と、これに対応する雌軸２の略円弧状の軸方向溝６との
間には、ニードルローラー８（摺動体）が摺動自在に嵌合してある。
【００６５】
　各板バネ９は、トルク非伝達時には、ボール７とニードルローラー８を雌軸２に対して
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ガタ付きのない程度に予圧する一方、トルク伝達時には、弾性変形してボール７を雌軸２
の間で周方向に拘束する働きをするようになっている。
【００６６】
　雄軸１の端部には、周方向溝１０が形成してある。これにより、周方向溝１０に、スト
ッパープレート１１を嵌め合わせ、ニードルローラー８を軸方向溝３，４の内方側の端面
との間にはさみ込む形で軸方向に固定している。軸方向溝３，４の内方側の端面は軸に対
して傾斜していても、もしくはほぼ直角でも良い。
【００６７】
　さらに、図４に示すように、板バネ９は、各々その両端部の凹部９ｃで雄軸１の軸方向
溝３の両側の段部３ａに係止してあり、これにより、トルク伝達時、板バネ９全体が周方
向に移動できないようになっている。
【００６８】
　以上のように構成した伸縮軸では、トルク非伝達時には、「転がり用」と「滑り用」に
それぞれボール７とニードルローラー８を用いていると共に、板バネ９により、ボール７
を雌軸２に対してガタ付きのない程度に予圧しているため、雄軸１と雌軸２の間のガタ付
きを確実に防止することができると共に、雄軸１と雌軸２は、ガタ付きのない安定した摺
動荷重で軸方向に摺動することができる。
【００６９】
　トルク伝達時には、図４に示すように、雄軸１と雌軸２の間に介装されているニードル
ローラー８が主なトルク伝達の役割を果たす。例えば、雄軸１からトルクが入力された場
合、初期の段階では、板バネ９の予圧がかかっているため、ガタ付きはなく、板バネ９が
トルクに対する反力を発生させてトルクを伝達する。この時は、雄軸１・板バネ９・ボー
ル７・雌軸２間のトルク伝達荷重と、雄軸１・ニードルローラー８・雌軸２間のトルク伝
達荷重がつりあった状態で全体的なトルク伝達がなされる。
【００７０】
　さらにトルクが増大していくと、図４に示すように、雄軸１・ニードルローラー８・雌
軸２間の回転方向の隙間は、雄軸１・板バネ９・ボール７・雌軸２間の隙間に比べて、小
さく設定してあるため、ニードルローラー８は、ボール７に比べて、強く反力を受けて、
ニードルローラー８が主にトルクを雌軸２に伝える。そのため、雄軸１と雌軸２の回転方
向ガタを確実に防止するとともに、高剛性の状態でトルクを伝達することができる。
【００７１】
　また、操舵トルクが所定以下の時、予圧用の各板バネ９は、予圧作用を行って低剛性特
性を発揮する一方、操舵トルクが所定以上の時、各ニードルローラー８は、一対の軸方向
溝４，６に周方向に係合して、高剛性特性を発揮する。
【００７２】
　即ち、操舵トルクが所定以下の時、板バネ９は、予圧作用により、エンジンルームから
伝わってくる不快な音や振動を緩衝して低減する一方、操舵トルクが上昇して所定以上の
時、ニードルローラー８がそれぞれ一対の軸方向溝４，６に周方向に係合して操舵トルク
を伝達できるため、キレのある操舵感を得ることができる。
【００７３】
　従って、トルク伝達・摺動機構が緩衝機構をも兼ねることから、スペースの有効利用、
部品点数削減、及び製造コストの低減を図りつつ、二段階の捩り剛性特性を備えた伸縮軸
を提供することができる。
【００７４】
　図５は、操舵トルクと回転角度との関係を示すグラフ（その１）である。この場合には
、板バネ９のばね定数が高いため、予圧剛性（低剛性）域の剛性が高く、高剛性域とあま
り変わらない捩り剛性を示している。緩衝機能は、あまり得られないが、低いトルク域に
おいても高い剛性が要求される場合に適している。
【００７５】
　図６は、操舵トルクと回転角度との関係を示すグラフ（その２）である。この場合は、
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板バネ９のばね定数を図５（その１）の状態より少し下げた状態であり、緩衝特性と捩り
剛性の両立を図る場合に求められる特性である。
【００７６】
　図７は、操舵トルクと回転角度との関係を示すグラフ（その３）である。この場合は、
板バネ９のばね定数を図６（その２）の状態より少し下げた状態であり、さらに緩衝特性
を求められる場合の特性である。
【００７７】
　図８および図９はそれぞれ本発明の第１および第２の実施形態の横断面図であり、図１
０、図１１はそれぞれ本発明の第１参考例に係る形態の第１、第２変形例について図４と
同様な横断面図である。これらにおいては、図２～図４に示した第１参考例の形態は板ば
ねを含む弾性部材の構造および形状、および弾性部材を取付ける雄軸の断面形状が異なる
。
【００７８】
　第１実施の形態を示す図８において、図２～図４の板バネ９に対応する弾性体は板ばね
部材４０とゴム（または合成樹脂等の板ばね部４０とは異なる材質の）弾性部材４１から
成る複合体として構成されている。ゴム弾性部材４１は、板ばね部材４０に接着固定され
ており、一体構造となっている。板ばね部材４０はゴム弾性部材４１が付加されたことに
よりその緩衝性能を向上させている。
【００７９】
　板ばね部材４０の折り曲げ部４０ｃおよび４０ａはボール７によって押され、ばね性を
発揮する。
【００８０】
　さらに、板ばね部材４０の折り曲げ部４０ｃと４０ａの間にはさまれる形でゴム弾性部
材４１が存在するため、板ばね部材との複合作用により緩衝性能を高めている。
【００８１】
　第２の実施形態を示す図９において、図２～図４の板ばね９に対応する弾性体は、図８
に示す弾性体からゴム弾性部材を取除いた構造である。このようにゴム弾性部材４１の無
い単一材料から成る場合でも、弾性体としての役割を持っている。
【００８２】
　板ばね部材４０ａは、ボール７に予圧を掛ける一方、ボール７の軌道面の役割を果たし
ている。
【００８３】
　第１参考例の形態の第１変形例を示す図１０において、図２～図４の板ばね９に対応す
る弾性体は、板ばね部材４２とゴム弾性部材４３とボール７との軌道面部材４２ａとから
成る複合体である。ゴム弾性部材４３は、板ばね部材４２、軌道面部材４２ａに接着固定
されており、一体構造となっている。板ばね部材４２はゴム弾性部材４３が付加されたこ
とによりその緩衝性能を向上させることができる。板ばね部材４２の折り曲げ部４２ｂは
ゴム弾性部材４３と軌道面部材４２ａを通じて、ボール７によって押されるため、その複
合作用によって緩衝機能を高めている。軌道面部材４２ａは平面形状である。
【００８４】
　第１参考例の形態の第２変形例を示す図１１において、図２～図４の板ばね９に対応す
る弾性体４４は、第１変形例のものと類似の形状をしているが、第２変形例において、軌
道面部材４４ａはボール７の半径に対し、５～５０％大きい半径を持っており、接触部の
面積が第１変形例より大きい構造となっている。
【００８５】
　これにより、接触部の局部面圧の上昇を抑えることができる。
緩衝性能としては、第１変形例と同様である。
【００８６】
（第２参考例の形態）
　図１２（Ａ）は、本発明の第２参考例の形態に係るカルダン軸継手付き車両ステアリン
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グ用伸縮軸の縦断面図であり、図１２（Ｂ）は、図１２（Ａ）のｂ－ｂ線に沿った横断面
図である。
【００８７】
　図１３（Ａ）は、図１２（Ａ）、１２（Ｂ）に示したカルダン軸継手付き車両ステアリ
ング用伸縮軸のサブ組立の部分切欠き断面を含む側面図であり、図１３（Ｂ）は、雌軸の
部分切欠き断面を含む側面図であり、図１３（Ｃ）は、図１３（Ｂ）の雌軸を左方から視
た雌軸の正面図である。
【００８８】
　図１４は、第２参考例の形態に係る操舵トルクと回転角度との関係を示すグラフである
。
【００８９】
　本参考例の形態では、雌軸２の端部とカルダン軸継手２２のヨーク２３との間に、内環
３１と外環３２の間にゴム３３を充填した緩衝部材３０が設けてある。操舵トルクが所定
以下の時、この緩衝部材３０によって、エンジンルームから伝わってくる不快な音や振動
を緩衝して低減できるようになっている。なお、緩衝部材３０は、ラバーカップリングタ
イプであってもよい。
【００９０】
　また、図１２（Ｂ）及び図１３（Ｃ）に示すように、ヨーク２３に、切欠き３４（被係
合部）を形成し、雌軸２の端部に、切欠き３４に係脱自在のカムフランジ３５（係合部材
）を設けている。なお、符号３８は、塵芥浸入防止のためのキャップである。
【００９１】
　これにより、操舵トルクが所定以下の時、カムフランジ３５が切欠き３４に係合せず、
操舵トルクが上昇して所定以上の時には、カムフランジ３５が切欠き３４に係合して、操
舵トルクを伝達できるため、キレのある操舵感を得ることができるようになっている。
【００９２】
　このように、本参考例の形態によれば、操舵トルクが所定以下の時、カムフランジ３５
は切欠き３４に係合せず、緩衝部材３０は、緩衝作用を行って低剛性特性を発揮し、操舵
トルクが所定の中間範囲の時、予圧用の板バネ９は、予圧作用を行って中剛性特性を発揮
する一方、操舵トルクが所定以上の時、カムフランジ３５は切欠き３４に係合し、ニード
ルローラー８は、一対の軸方向溝４，６に周方向に係合して高剛性特性を発揮する。
【００９３】
　即ち、操舵トルクが所定以下の時、カムフランジ３５は切欠き３４に係合せず、緩衝部
材３０によって、エンジンルームから伝わってくる不快な音や振動を緩衝して低減でき、
操舵トルクが所定の中間範囲の時、予圧用の板バネ９は、予圧作用によって、捩り剛性を
段階的に高くする一方、操舵トルクが上昇して所定以上の時、カムフランジ３５は切欠き
３４に係合し、ニードルローラー８が一対の軸方向溝４，６に周方向に係合して操舵トル
クを伝達するため、キレのある操舵感を得ることができる。
【００９４】
　従って、伸縮軸がトルク伝達・摺動・緩衝機構を兼ね備えている場合に、別途、ヨーク
側にも緩衝機構を設けることにより、三段階の捩り剛性特性を備えた伸縮軸を提供するこ
とができる。
【００９５】
　図１４は、第２参考例の形態に係る操舵トルクと回転角度との関係を示すグラフである
。緩衝部材３０のゴム３３の剛性域により緩衝機能を発揮し、さらに高いトルク域（中剛
性域）では、板バネ９により捩り剛性を段階的に高め、さらに高いトルク域（高剛性域）
では、高剛性でトルクを伝達することができる。
【００９６】
　このように、二段階の捩り剛性特性より優れた三段階の捩り剛性特性を得ることができ
る。よって、各車両の要求特性、スペース、コスト、に応じて自在に組み合わせることが
可能であり、操舵フィーリングの向上と緩衝機能の両方を所望に設定することができる。
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【００９７】
　図１５（Ａ）は、本発明の第２参考例の形態の変形例に係るカルダン軸継手付き車両ス
テアリング用伸縮軸の縦断面図であり、図１５（Ｂ）は、図１５（Ａ）のｂ－ｂ線に沿っ
た横断面図である。
【００９８】
　この変形例では、緩衝部材４６をヨークの外側に配置している。緩衝部材４６は、内環
４７と外環４９との間に充填されたゴム４８とから成り、内環４７は、その内周面がヨー
ク外周面に外嵌固定されており、また外環４９は断面Ｕ字形状をしており、その内径部内
周が雌軸２に外嵌固定されている。
【００９９】
　本変形例によれば、弾性部材であるゴムのサイズを大きくできるので、エンジンから伝
達される不快音や振動を、さらに幅広い周波数帯域で吸収することができる。
【０１００】
（第３参考例の形態）
　図１６（Ａ）は、本発明の第３参考例の形態に係るカルダン軸継手付き車両ステアリン
グ用伸縮軸の縦断面図であり、図１６（Ｂ）は、図１６（Ａ）のｂ－ｂ線に沿った横断面
図である。
【０１０１】
　図１７は、図１６（Ａ）、１６（Ｂ）に示したカルダン軸継手付き車両ステアリング用
伸縮軸の雌軸の部分切欠き断面を含む側面図である。
【０１０２】
　本参考例の形態においても、雌軸２の端部とカルダン軸継手２２のヨーク２３との間に
、内環３１と外環３２の間にゴム３３を充填した緩衝部材３０が設けてある。操舵トルク
が所定以下の時、この緩衝部材３０によって、エンジンルームから伝わってくる不快な音
や振動を緩衝して低減できるようになっている。
【０１０３】
　また、図１６（Ａ）及び図１７に示すように、ヨーク２３に、係合孔３６（被係合部）
を形成し、雌軸２の端部に、係合孔３６に係脱自在のストッパーピン３７（係合部材）を
設けている。なお、符号３８は、塵芥浸入防止のためのキャップである。
【０１０４】
　これにより、操舵トルクが所定以下の時、ストッパーピン３７が係合孔３６に係合せず
、操舵トルクが上昇して所定以上の時には、ストッパーピン３７が係合孔３６に係合して
、操舵トルクを伝達できるため、キレのある操舵感を得ることができるようになっている
。
【０１０５】
　このように、本参考例の形態によれば、操舵トルクが所定以下の時、ストッパーピン３
７が係合孔３６に係合せず、緩衝部材３０によって、エンジンルームから伝わってくる不
快な音や振動を緩衝して低減でき、操舵トルクが所定の中間範囲の時、予圧用の板バネ９
は、予圧作用によって、捩り剛性を段階的に高くする一方、操舵トルクが上昇して所定以
上の時、ストッパーピン３７が係合孔３６に係合し、ニードルローラー８が一対の軸方向
溝４，６に周方向に係合して操舵トルクを伝達するため、キレのある操舵感を得ることが
できる。
【０１０６】
　従って、伸縮軸がトルク伝達・摺動・緩衝機構を兼ね備えている場合に、別途、ヨーク
側にも緩衝機構を設けることにより、三段階の捩り剛性特性を備えた伸縮軸を提供するこ
とができる。
【０１０７】
　例えば、上記参考例の形態において、雄軸は、ステアリングホイール側のカルダン軸継
手のヨークに連結し、雌軸をステアリングギヤ側のカルダン軸継手のヨークに連結してあ
るが、これと逆に雌軸を、ステアリングホイール側のカルダン軸継手のヨークに連結し、
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雄軸をステアリングギヤ側のカルダン軸継手のヨークに連結しても良い。
【０１０８】
　以上説明したように、上記参考例の形態によれば、トルク非伝達時には、２種類の転動
体と摺動体を用いていると共に、弾性体により、転動体を雌軸に対してガタ付きのない程
度に予圧しているため、雄軸と雌軸の間のガタ付きを確実に防止しながら、雄軸と雌軸は
、安定した摺動荷重により軸方向に摺動することができる。
【０１０９】
　トルク伝達時、摺動体が一対の軸方向溝に周方向に係合して拘束でき、さらに、弾性体
により転動体を周方向に拘束できるため、雄軸と雌軸の間の回転方向ガタ付きを確実に防
止しながら、高剛性の状態でトルクを伝達することができる。
【０１１０】
　また、操舵トルクが所定以下の時、予圧用の弾性体は、予圧作用を行って低剛性特性を
発揮する一方、操舵トルクが所定以上の時、摺動体は、一対の軸方向溝に周方向に係合し
て高剛性特性を発揮する。
【０１１１】
　即ち、操舵トルクが所定以下の時、弾性体は、予圧作用により、エンジンルームから伝
わってくる不快な音や振動を緩衝して低減する一方、操舵トルクが上昇して所定以上の時
、摺動体が一対の軸方向溝に周方向に係合して操舵トルクを伝達できるため、キレのある
操舵感を得ることができる。
【０１１２】
　従って、トルク伝達・摺動機構が緩衝機構をも兼ねることから、スペースの有効利用、
部品点数削減、及び製造コストの低減を図りつつ、二段階の捩り剛性特性を備えた伸縮軸
を提供することができる。
【０１１３】
　また、上記参考例の形態によれば、操舵トルクが所定以下の時、係合部材は被係合部に
係合せず、緩衝部材は、緩衝作用を行って低剛性特性を発揮し、操舵トルクが所定の中間
範囲の時、予圧用の弾性体は、予圧作用を行って中剛性特性を発揮する一方、操舵トルク
が所定以上の時、係合部材は被係合部に係合し、摺動体は、一対の軸方向溝に周方向に係
合して高剛性特性を発揮する。
【０１１４】
　即ち、操舵トルクが所定以下の時、係合部材は被係合部に係合せず、緩衝部材によって
、エンジンルームから伝わってくる不快な音や振動を緩衝して低減でき、操舵トルクが所
定の中間範囲の時、予圧用の弾性体は、予圧作用によって、捩り剛性を段階的に高くする
一方、操舵トルクが上昇して所定以上の時、係合部材は被係合部に係合し、摺動体が一対
の軸方向溝に周方向に係合して操舵トルクを伝達するため、キレのある操舵感を得ること
ができる。
【０１１５】
（第３実施の形態）
　図１８（Ａ）は、本発明の第３実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の縦断面図
であり、図１８（Ｂ）は、弾性体である板バネの斜視図である。図１９は、図１８（Ａ）
のＸ－Ｘ線に沿った横断面図である。
【０１１６】
　図１８（Ａ）に示すように、車両ステアリング用伸縮軸（以後、伸縮軸と記す）は、相
互に回転不能に且つ摺動自在に嵌合した雄軸１と雌軸２とからなる。
【０１１７】
　図１９に示すように、雄軸１の外周面には、周方向に１２０度間隔（位相）で等配した
３個の軸方向溝３が延在して形成してある。これに対応して、雌軸２の内周面にも、周方
向に１２０度間隔（位相）で等配した３個の軸方向溝５が延在して形成してある。
【０１１８】
　雄軸１の軸方向溝３と、雌軸２の軸方向溝５との間に、両軸１，２の軸方向相対移動の
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際に転動する複数の剛体の球状体７（転動体、ボール）が転動自在に介装してある。なお
、雌軸２の軸方向溝５は、断面略円弧状若しくはゴシックアーチ状である。
【０１１９】
　雄軸１の軸方向溝３は、傾斜した一対の平面状側面３ａと、これら一対の平面状側面３
ａの間に平坦に形成した底面３ｂとから構成してある。
【０１２０】
　雄軸１の軸方向溝３と、球状体７との間には、球状体７に接触して予圧するための板バ
ネ９が介装してある。
【０１２１】
　この板バネ９は、球状体７に２点で接触する球状体側接触部９ａと、球状体側接触部９
ａに対して略周方向に所定間隔をおいて離間してあると共に雄軸１の軸方向溝３の平面状
側面３ａに接触する溝面側接触部９ｂと、球状体側接触部９ａと溝面側接触部９ｂを相互
に離間する方向に弾性的に付勢する付勢部９ｃと、軸方向溝３の底面３ｂに対向した底部
９ｄと、を有している。
【０１２２】
　この付勢部９ｃは、略Ｕ字形状で略円弧状に折曲した折曲形状であり、この折曲形状の
付勢部９ｃによって、球状体側接触部９ａと溝面側接触部９ｂを相互に離間するように弾
性的に付勢することができる。
【０１２３】
　図１９に示すように、雄軸１の外周面には、周方向に１２０度間隔（位相）で等配した
３個の軸方向溝４が延在して形成してある。これに対応して、雌軸２の内周面にも、周方
向に１２０度間隔（位相）で等配した３個の軸方向溝６が延在して形成してある。
【０１２４】
　雄軸１の軸方向溝４と、雌軸２の軸方向溝６との間に、両軸１，２の軸方向相対移動の
際に滑り摺動する複数の剛体の円柱体８（摺動体、ニードルローラー）が微小隙間をもっ
て介装してある。なお、これら軸方向溝４，６は、断面略円弧状若しくはゴシックアーチ
状である。
【０１２５】
　また、図１８（Ａ）に示すように、雄軸１の端部には、弾性体付ストッパープレート１
０が設けてあり、この弾性体付ストッパープレート１０により、球状体７、円柱体８、板
バネ９の脱落を防止している。
【０１２６】
　さらに、雄軸１の軸方向溝３、雌軸２の軸方向溝５、板バネ９、及び球状体７の間には
、潤滑剤が塗布してあることから、トルク非伝達時（摺動時）、雄軸と雌軸は、ガタ付き
のない安定した摺動荷重で軸方向に摺動することができる。
【０１２７】
　以上のように構成した伸縮軸では、雄軸１と雌軸２の間に球状体７を介装し、板バネ９
により、球状体７を雌軸２に対してガタ付きのない程度に予圧してあるため、トルク非伝
達時は、雄軸１と雌軸２の間のガタ付きを確実に防止することができると共に、雄軸１と
雌軸２は軸方向に相対移動する際には、ガタ付きのない安定した摺動荷重で摺動すること
ができる。
【０１２８】
　トルク伝達時には、板バネ９が弾性変形して球状体７を周方向に拘束すると共に、雄軸
１と雌軸２の間に介装した３列の円柱体８が主なトルク伝達の役割を果たす。
【０１２９】
　例えば、雄軸１からトルクが入力された場合、初期の段階では、板バネ９の予圧がかか
っているため、ガタ付きはなく、板バネ９がトルクに対する反力を発生させてトルクを伝
達する。この時は、雄軸１・板バネ９・球状体７・雌軸２間の伝達トルクと入力トルクが
つりあった状態で全体的なトルク伝達がなされる。
【０１３０】
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　さらにトルクが増大していくと、円柱体８を介した雄軸１、雌軸２の回転方向のすきま
がなくなり、以後のトルク増加分を、雄軸１、雌軸２を介して、円柱体８が伝達する。そ
のため、雄軸１と雌軸２の回転方向ガタを確実に防止するとともに、高剛性の状態でトル
クを伝達することができる。
【０１３１】
　以上から、本実施形態によれば、球状体７以外に、円柱体８を設けているため、大トル
ク入力時、負荷量の大部分を円柱体８で支持することができる。従って、雌軸２の軸方向
溝５と球状体７との接触圧力の上昇を抑えて、耐久性を向上することができると共に、大
トルク負荷時には、高剛性の状態でトルクを伝達することができる。
【０１３２】
　また、円柱体８が雄軸１及び雌軸２に接触していることから、球状体７への捩りトルク
を低減し、板バネ９の横滑りを抑えて、その結果、ヒステリシスが過大となることを抑え
ることができる。
【０１３３】
　このように、本実施形態によれば、安定した摺動荷重を実現すると共に、回転方向ガタ
付きを確実に防止して、高剛性の状態でトルクを伝達することができる。
【０１３４】
　なお、球状体７は、剛体のボールが好ましい。また剛体の円柱体８は、ニードルローラ
ーが好ましい。
【０１３５】
　円柱体（以後、ニードルローラーと記す）８は、線接触でその荷重を受けるため、点接
触で荷重を受けるボールよりも接触圧を低く抑えることができるなど、さまざまな効果が
ある。したがって、全列をボール転がり構造とした場合よりも下記の項目が優れている。
・摺動部での減衰能効果が、ボール転がり構造に比べて大きい。よって振動吸収性能が高
い。
・ニードルローラーが雄軸と雌軸に微小に接触していることにより、摺動荷重変動幅を低
く抑えることができ、その変動による振動がステアリングまで伝わらない。
・同じトルクを伝達するならば、ニードルローラーの方が接触圧を低く抑えることができ
るため、軸方向の長さを短くできスペースを有効に使うことができる。
・同じトルクを伝達するならば、ニードルローラーの方が接触圧を低く抑えることができ
るため、熱処理等によって雌軸の軸方向溝表面を硬化させるための追加工程が不要である
。
・部品点数を少なくすることができる。
・組立性をよくすることができる。
・組立コストを抑えることができる。
【０１３６】
　このようにニードルローラーは、雄軸１と雌軸２の間のトルク伝達のためのキーの役割
をするとともに、雌軸２の内周面とすべり接触する。ニードルローラーの使用が従来のス
プライン嵌合と比較して、優れている点は下記のとおりである。
・ニードルローラーは大量生産品であり、非常に低コストである。
・ニードルローラーは熱処理後、研磨されているので、表面硬度が高く、耐摩耗性に優れ
ている。
・ニードルローラーは研磨されているので、表面粗さがきめ細かく摺動時の摩擦係数が低
いため、摺動荷重を低く抑えることができる。
・使用条件に応じて、ニードルローラーの長さや配置を変えることができるため、設計思
想を変えること無く、さまざまなアプリケーションに対応することができる。
・使用条件によっては、摺動時の摩擦係数をさらに下げなければならない場合がある、こ
の時ニードルローラだけに表面処理をすればその摺動特性を変えることができるため、設
計思想を変えること無く、さまざまなアプリケーションに対応することができる。
・ニードルローラーの外径違い品を安価に数ミクロン単位で製造することができるため、
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ニードルローラー径を選択することによって雄軸・ニードルローラー・雌軸間のすきまを
最小限に抑えることができる。よって軸の捩り方向の剛性を向上させることが容易である
。
【０１３７】
　次に、独国特許ＤＥ３７３０３９３Ｃ２号公報と本第３実施の形態とを比較して、検討
する。
【０１３８】
　図２０は、本発明の第３実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の拡大部分断面図
であり、トルク非伝達時を示す。
【０１３９】
　図２１は、本発明の第３実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の拡大部分断面図
であり、トルク伝達時を示す。
【０１４０】
　図３７は、独国特許ＤＥ３７３０３９３Ｃ２号公報に係る車両ステアリング用伸縮軸の
拡大部分断面図であり、トルク非伝達時を示す。
【０１４１】
　図３８は、独国特許ＤＥ３７３０３９３Ｃ２号公報に係る車両ステアリング用伸縮軸の
拡大部分断面図であり、トルク伝達時を示す。
【０１４２】
　図３７に示す独国特許ＤＥ３７３０３９３Ｃ２号公報において、トルク非伝達時（トル
クのバランスが左右でとれている状態を含む）、雄軸・ボール・雌軸の間に予圧を発生さ
せるため、板バネは、その曲率と軸方向溝の曲率とを変えて介装している。しかし、この
状態では、雄軸と板バネの接触点と、ボールと板バネの接触点との接触点間距離（Ｌ１）
が非常に小さく、かつ、隙間（ΔＳ２：撓み量）が小さいため、板バネとボールとの接触
点に過大な荷重が発生して、板バネには、高い応力が発生する。
【０１４３】
　図３８に示す独国特許ＤＥ３７３０３９３Ｃ２号公報において、トルクが負荷されると
、板バネの撓みにより、接触点間距離（Ｌ１）が徐々に小さくなる。Ｌ１は、トルクが増
すにつれて零に近づき、接触点にかかる荷重は、トルクに比例して増大し、板バネに発生
する応力は、さらに高くなってしまう。この状態が繰り返し発生することにより、トルク
伝達部の寿命を長く保つことができない虞れがある。
【０１４４】
　これに対して、図２０及び図２１に示す本第３実施の形態では、板バネ９は、その球状
体側接触部９ａが付勢部９ｃを介して十分に撓むことができ、撓み量を十分に確保するこ
とができる。
【０１４５】
　また、球状体７以外に、円柱体８を備えていることから、トルク伝達時には、円柱体８
の方が板バネ９に過大な負荷（応力）がかかるより先に雄軸１と雌軸２の軸方向溝４，６
に接触し、円柱体８が主としてトルクを伝達することができるため、球状体７及び板バネ
９には、過大な負荷（応力）がかかることがない。
【０１４６】
　このように、板バネ９は、撓み量を十分に確保することができると共に、球状体７及び
板バネ９には、過大な負荷（応力）がかかることがないことから、トルク伝達時に、球状
体７と板バネ９の接触部に発生する応力を緩和することができ、これにより、高い応力が
発生することがなく、永久変形による「へたり」を防止して、長期にわたり予圧性能を維
持することができる。
【０１４７】
　なお、図２０において、トルク非伝達時には、円柱体８と、雄軸１の軸方向溝４との間
、並びに、円柱体８と、雌軸２の軸方向溝６との間には、微小隙間が存在しているが、接
触はしている。
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【０１４８】
　図３７及び図３８に示す独国特許ＤＥ３７３０３９３Ｃ２号公報において、板バネの配
置してある雄軸の軸方向溝の断面形状は、曲率を持った円弧形状であり、板バネも、曲率
を持った円弧形状であり、それぞれの曲率を変えることで、板バネにバネ性を持たせてい
る。そのため、板バネと雄軸との接触点は、図３７に示すように、雄軸の角部になる。従
って、図３８に示すように、トルクが負荷された場合、板バネ全体が横滑りし、伝達トル
クの低下を招いたり、ヒステリシスが過大に発生したりする。
【０１４９】
　これに対して、図２０及び図２１に示す本第３実施の形態では、雄軸１の軸方向溝３は
、平面で構成されている。軸方向溝３の中心線は、雄軸１の中心点に向かっており、軸方
向溝３の中心から左右対称のくさび形状をなしている。くさびの角度（接触角）は、軸方
向溝３の中心に対して、４０～７０度が好ましい。これにより、軸方向溝３のくさび面に
板バネ９がしっかり固定されるため、トルクが負荷された際に、板バネ９全体が横滑りを
起こし難いことから、伝達トルクの低下を招くことがなく、また、ヒステリシスが過大に
発生することを防止することができる。
【０１５０】
　図３７及び図３８に示す独国特許ＤＥ３７３０３９３Ｃ２号公報において、トルクを負
荷していない時、雄軸・球状体・板バネ・雌軸の間では、その接触点が同一線上にないこ
とから、トルクを負荷するに従って、接触角が変化してしまい、その結果、ステアリング
シャフトに必要なリニアな捩り特性を得ることができないだけでなく、適正なヒステリシ
スをも得ることができない虞れがある。
【０１５１】
　これに対して、図２０及び図２１に示す本第３実施の形態では、トルクの負荷状態に拘
わらず、雄軸１・球状体７・板バネ９・雌軸２の間では、その接触点が同一線上に留まる
ことから、接触角が変化することがなく、これにより、ステアリングシャフトに必要なリ
ニアな捩り特性を得ることができ、リニアで高剛性感のある操舵特性を得ることができる
。
【０１５２】
　次に、図２２（Ａ）、２２（Ｂ）、２２（Ｃ）は、夫々、本発明の第３、第５及び第１
６実施の形態で使用する板バネの撓み状態を示す模式図である。
【０１５３】
　図３９（Ａ）、３９（Ｂ）は、夫々、独国特許ＤＥ３７３０３９３Ｃ２号公報で使用す
る板バネの撓み状態を示す模式図である。
【０１５４】
　図３９（Ａ）、３９（Ｂ）は、独国特許ＤＥ３７３０３９３Ｃ２号公報で示された板バ
ネを単純化したモデルであり、図３９（Ａ）では、トルクを負荷していない状態で、適度
な予圧が負荷されることを望んだ状態であるが、板バネと軸方向溝との距離（Ｃ２）分が
バネとしての予圧を発生できるだけのストロークとなる。図３９（Ｂ）では、さらに荷重
（Ｆ１）が２点で負荷されると、板バネが撓み、やがて軸方向溝の側面と接触してしまう
。これにより、全トルクをボールと接触する点で受けなければならない。従って、板バネ
は、その撓み量（ΔＳ２）を大きくとることができず、ステアリングシャフトとして必要
な寿命を有することが困難と推察される。なお、Ｃ２≦ΔＳ２である。
【０１５５】
　これに対して、図２２（Ａ）に示す本発明の第３実施の形態では、板バネ９の球状体側
接触部９ａと溝面側接触部９ｂとの間隔は、（Ｃ１）に設定してあり、この状態で、荷重
（Ｆ１）が（球状体側接触部９ａに相当する）２点で負荷されると、弾性体は、十分に撓
むことができ、十分な撓み量（ΔＳ１）を確保することができる。従って、永久変形によ
る「へたり」を防止して、長期にわたり予圧性能を維持することができる。なお、Ｃ１＞
ΔＳ１である。
【０１５６】



(18) JP 2007-191149 A5 2008.11.13

　図２２（Ｂ）に示す本発明の後述する第５実施の形態では、板バネ９の球状体側接触部
９ａと溝面側接触部９ｂとの間隔は、（Ｃ１）に設定してあり、この状態で、荷重（Ｆ１
）が（球状体側接触部９ａに相当する）２点で負荷されると、弾性体は、十分に撓むこと
ができ、十分な撓み量（ΔＳ１）を確保することができる。従って、永久変形による「へ
たり」を防止して、長期にわたり予圧性能を維持することができる。なお、Ｃ１＞ΔＳ１
である。
【０１５７】
　図２２（Ｃ）に示す本発明の後述する第１６実施の形態では、板バネ９の球状体側接触
部９ａと溝面側接触部９ｂとの間隔は、（Ｃ１）に設定してあり、付勢部９ｃは、ゴム、
合成樹脂等から形成してある。この状態で、荷重（Ｆ１）が（球状体側接触部９ａに相当
する）２点で負荷されると、弾性体は、十分に撓むことができ、十分な撓み量（ΔＳ１）
を確保することができる。従って、永久変形による「へたり」を防止して、長期にわたり
予圧性能を維持することができる。なお、Ｃ１＞ΔＳ１である。
【０１５８】
　次に、上記のように、トルクが負荷された際に、板バネ９の全体は、横滑りを起こし難
いように構成しているが、板バネ９の底部９ｄは、軸方向溝３の底面３ｂに対して若干横
ずれすることができるようになっている。
【０１５９】
　即ち、板バネ９は、本第３実施の形態のように、その底部９ｄを軸方向溝３の底面３ｂ
に接触状態にするか、又は、後述する第２実施の形態のように、軸方向溝３の底面３ｂと
の間隔を所定間隔に設定している。
【０１６０】
　従って、軸方向溝３の底面３ｂに、板バネ９の底部９ｄを必要に応じて接触させること
により、ヒステリシスをコントロールすることができ、所望のヒステリシスを得ることが
できる。
【０１６１】
　即ち、ヒステリシスは、各車両の操舵性能とのマッチングによって種々変える必要があ
る。具体的には、軸方向溝３の底面３ｂに、板バネ９の底部９ｄを接触状態に設定してい
る場合には、軸方向溝３と板バネ９が相対的に移動した際にフリクションが発生し、ヒス
テリシスを比較的大きく設定することができる。一方、軸方向溝３の底面３ｂと、板バネ
９の底部９ｄの間隔を所定間隔に設定している場合には、軸方向溝３と板バネ９が相対的
に移動した際にフリクションが発生することがなく、ヒステリシスを比較的小さく設定す
ることができる。
【０１６２】
（第４実施の形態）
図２３は、本発明の第４実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図である（
図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【０１６３】
　本第４実施の形態は、上述した第３実施の形態と略同様であり、軸方向溝３の底面３ｂ
と、板バネ９の底部９ｄの間隔を所定間隔に離間して設定している。
【０１６４】
　従って、この場合には、上述したように、ヒステリシスをコントロールすることができ
、軸方向溝３と板バネ９が相対的に移動した際にフリクションが発生することがなく、ヒ
ステリシスを比較的小さく設定することができる。
【０１６５】
（第５実施の形態）
　図２４は、本発明の第５実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図である
（図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【０１６６】
　本第５実施の形態は、上述した第４実施の形態と略同様であり、板バネ９において、球
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状体側接触部９ａは、板バネ９の折り返し端部に構成してあり、溝面側接触部９ｂは、板
バネ９の折り返しの中間部に構成してある。
【０１６７】
　また、上述した第４実施の形態と同様に、軸方向溝３の底面３ｂと、板バネ９の底部９
ｄの間隔を所定間隔に離間して設定している。
【０１６８】
（第６実施の形態）
　　図２５は、本発明の第６実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図であ
る（図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【０１６９】
　本第６実施の形態は、上述した第３実施の形態と略同様であり、板バネ９において、球
状体側接触部９ａには、溝面側接触部９ｂに向けて突出した突起部９ｅが形成してある。
【０１７０】
　これにより、球状体側接触部９ａは、４点で球状体７に接触することができ、板バネ９
と球状体７との接触点の荷重を軽減することができ、応力を緩和することができる。
【０１７１】
　また、軸方向溝３の底面３ｂに、板バネ９の底部９ｄを接触状態に設定している。この
場合には、上述したように、ヒステリシスをコントロールすることができ、軸方向溝３と
板バネ９が相対的に移動した際にフリクションが発生し、ヒステリシスを比較的大きく設
定することができる。
【０１７２】
（第７実施の形態）
　図２６は、本発明の第７実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図である
（図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【０１７３】
　本第７実施の形態は、上述した第６実施の形態と略同様であり、軸方向溝３の底面３ｂ
と、板バネ９の底部９ｄの間隔を所定間隔に離間して設定している。
【０１７４】
　従って、この場合には、上述したように、ヒステリシスをコントロールすることができ
、軸方向溝３と板バネ９が相対的に移動した際にフリクションが発生することがなく、ヒ
ステリシスを比較的小さく設定することができる。
【０１７５】
（第８実施の形態）
　図２７は、本発明の第８実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図である
（図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【０１７６】
　本第８実施の形態は、上述した第３実施の形態と略同様であり、板バネ９において、溝
面側接触部９ｂは、その先端部を内側に折り返して、球状体側接触部９ａに接触させてい
る。
【０１７７】
　これにより、板バネ９の剛性を増大することができ、捩り剛性を向上することができる
。
【０１７８】
（第９実施の形態）
　図２８は、本発明の第９実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図である
（図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【０１７９】
　本第９実施の形態は、上述した第８実施の形態と略同様であり、軸方向溝３の底面３ｂ
と、板バネ９の底部９ｄの間隔を所定間隔に離間して設定している。
【０１８０】



(20) JP 2007-191149 A5 2008.11.13

　従って、この場合には、上述したように、ヒステリシスをコントロールすることができ
、軸方向溝３と板バネ９が相対的に移動した際にフリクションが発生することがなく、ヒ
ステリシスを比較的小さく設定することができる。
【０１８１】
（第１０実施の形態）
　図２９は、本発明の第１０実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図であ
る（図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【０１８２】
　本第１０実施の形態は、上述した第５実施の形態と略同様であり、板バネ９において、
球状体側接触部９ａは、板バネ９の折り返し端部側に構成してあり、溝面側接触部９ｂは
、板バネ９の折り返しの中間部に構成してある。この場合にも、上述した第５実施の形態
と同様の作用・効果を発揮することができる。
【０１８３】
　板バネ９において、球状体側接触部９ａは、その先端部を外側に折り返して、溝面側接
触部９ｂに接触させている。これにより、板バネ９の剛性を増大することができ、捩り剛
性を向上することができる。
【０１８４】
（第１１実施の形態）
　図３１は、本発明の第１１実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図であ
る（図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【０１８５】
　本第１１実施の形態は、上述した第３実施の形態と略同様であり、板バネ９において、
折曲形状の付勢部９ｃを廃止し、一対の球状体側接触部９ａは、略Ｕ字形状に折り曲げた
内側板９ｆからなり、一対の溝面側接触部９ｂは、略Ｕ字形状に折り曲げた外側板９ｇか
らなる。これら内側板９ｆの平面部と、外側板９ｇの平面部との間に、ゴム又は合成樹脂
等の異なる弾性材料からなる付勢部９ｈが介装してある。
【０１８６】
　また、内側板９ｆの底平面部と外側板９ｇの底平面部の間にはすきまがなく、接触状態
に設定している。この場合には、ヒステリシスをコントロールすることができ、内側板９
ｆと外側板９ｇが相対的に移動した際にフリクションが発生し、ヒステリシスを比較的大
きく設定することができる。
【０１８７】
（第１２実施の形態）
図３０は、本発明の第１２実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図である
（図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【０１８８】
本第１２実施の形態は、上述した第１１実施の形態と略同様であり、内側板９ｆの底平面
部と外側板９ｇの底平面部との間にはわずかなすきまがあり、非接触状態に設定している
。この場合には、ヒステリシスをコントロールすることができ、内側板９ｆと外側板９ｇ
が相対的に移動した際にフリクションが発生することがなく、ヒステリシスを比較的小さ
く設定することができる。
【０１８９】
（第１３実施の形態）
図３２は、本発明の第１３実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図である
（図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【０１９０】
　本第１３実施の形態は、上述した第３実施の形態と略同様であり、板バネ９において、
球状体側接触部９ａと、溝面側接触部９ｂとの間に、ゴム又は合成樹脂等の異なる弾性材
料からなる第２付勢部９ｊが介装してある。
【０１９１】
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　これにより、板バネ９本体が持つ弾性に異なる弾性材料が持つ弾性を付加することによ
り、より高い捩り剛性を得ることができる。
【０１９２】
（第１４実施の形態）
　図３３は、本発明の第１４実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図であ
る（図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【０１９３】
　本第１４実施の形態は、上述した第４実施の形態と略同様であり、板バネ９において、
球状体側接触部９ａと、溝面側接触部９ｂとの間に、ゴム又は合成樹脂等の異なる弾性材
料からなる第２付勢部９ｊが介装してある。
【０１９４】
　これにより、板バネ９本体が持つ弾性に異なる弾性材料が持つ弾性を付加することによ
り、より高い捩り剛性を得ることができる。
【０１９５】
（第１５実施の形態）
図３４は、本発明の第１５実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図である
（図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【０１９６】
　本第１５実施の形態は、上述した第５実施の形態と略同様であり、板バネ９において、
球状体側接触部９ａと、溝面側接触部９ｂとの間に、ゴム又は合成樹脂等の異なる弾性材
料からなる第２付勢部９ｊが介装してある。
【０１９７】
　これにより、板バネ９本体が持つ弾性に異なる弾性材料が持つ弾性を付加することによ
り、より高い捩り剛性を得ることができる。
【０１９８】
（第１６実施の形態）
　図３５は、本発明の第１６実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図であ
る（図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【０１９９】
　本第１６実施の形態は、上述した第１１又は第１２実施の形態と略同様であり、板バネ
９において、一対の球状体側接触部９ａは、内側板が２枚の板から構成してあり、一対の
溝面側接触部９ｂは、略Ｕ字形状に折り曲げた外側板９ｇからなる。これらの間に、ゴム
又は合成樹脂等の異なる弾性材料からなる付勢部９ｈが介装してある。
【０２００】
　これにより、材料そのものが持つ弾性を生かすことができ、特に低捩り剛性が求められ
る場合にその特性を発揮することができる。
【０２０１】
（第１７実施の形態）
　図３６は、本発明の第１７実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図であ
る（図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【０２０２】
　本第１７実施の形態は、上述した第３実施の形態において、板バネ９を雌軸２側に設け
たものである。
【０２０３】
　雌軸２の軸方向溝５は、傾斜した一対の平面状側面５ａと、これら一対の平面状側面５
ａの間に平坦に形成した底面５ｂとから構成してある。
【０２０４】
　雌軸２の軸方向溝５と、球状体７との間には、球状体７に接触して予圧するための板バ
ネ９が介装してある。
【０２０５】
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　この板バネ９は、球状体７に２点で接触する球状体側接触部９ａと、球状体側接触部９
ａに対して略周方向に所定間隔をおいて離間してあると共に雌軸２の軸方向溝５の平面状
側面５ａに接触する溝面側接触部９ｂと、球状体側接触部９ａと溝面側接触部９ｂを相互
に離間する方向に弾性的に付勢する付勢部９ｃと、軸方向溝５の底面５ｂに対向した底部
９ｄと、を有している。
【０２０６】
　この付勢部９ｃは、略Ｕ字形状で略円弧状に折曲した折曲形状であり、この折曲形状の
付勢部９ｃによって、球状体側接触部９ａと溝面側接触部９ｂを相互に離間するように弾
性的に付勢することができる。
【０２０７】
　このように、第３実施の形態に対して、板バネ９の配置を逆転しても、同様の作用・効
果を発揮することができる。
【０２０８】
　なお、本発明は、上述した実施の形態に限定されず、種々変形可能である。
【０２０９】
　以上説明したように、本発明の第１－１７実施形態によれば、弾性体は、第１トルク伝
達部材に接触する伝達部材側接触部と、この伝達部材側接触部に対して、略周方向に所定
間隔をおいて離間してあると共に、雄軸又は雌軸の軸方向溝の溝面に接触する溝面側接触
部と、伝達部材側接触部と溝面側接触部を相互に離間する方向に弾性的に付勢する付勢部
と、を有している。従って、弾性体は、その伝達部材側接触部が付勢部を介して十分に撓
むことができ、撓み量を十分に確保することができる。
【０２１０】
　また、第１トルク伝達部材以外に、第２トルク伝達部材を備えていることから、トルク
伝達時には、第２トルク伝達部材の方が弾性体に過大な負荷（応力）がかかるより先に雄
軸と雌軸の軸方向溝に接触し、第２トルク伝達部材が主としてトルクを伝達することがで
きるため、第１トルク伝達部材及び弾性体には、過大な負荷（応力）がかかることがない
。
【０２１１】
　さらに、弾性体は、上記のように、撓み量を十分に確保することができると共に、第１
トルク伝達部材及び弾性体には、過大な負荷（応力）がかかることがないことから、トル
ク伝達時に、第１トルク伝達部材と弾性体との接触部に発生する応力を緩和することがで
き、これにより、高い応力が発生することがなく、永久変形による「へたり」を防止して
、長期にわたり予圧性能を維持することができる。
【０２１２】
　さらに、弾性体は、その伝達部材側接触部が第１トルク伝達部材に接触していると共に
、その溝面側接触部が軸方向溝の溝面に接触していることから、弾性体は、軸方向溝に嵌
り合うような状態になっている。従って、トルク伝達時に、弾性体全体が軸方向溝から周
方向に横滑りし難くなることから、伝達トルクの低下を招くことがなく、また、ヒステリ
シスが過大になることを防止することができる。
【０２１３】
　さらに、トルクの負荷状態に拘わらず、雄軸・球状体・弾性体・雌軸の間では、その接
触点が同一線上に留まることから、接触角が変化することがなく、これにより、ステアリ
ングシャフトに必要なリニアな捩り特性を得ることができ、リニアで高剛性感のある操舵
特性を得ることができる。
【０２１４】
　なお、雄軸、雌軸、及び弾性体の製造誤差は、弾性体の弾性変形により吸収することが
できるため、公差を大きくすることができ、低コスト化を図ることができる。
【０２１５】
　以上から、本発明の第１－第１７実施形態によれば、弾性体に発生する応力を軽減する
ことにより、弾性体の「へたり」を防止し、長期にわたって求める予圧性能を維持するこ
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とができる。また、寸法精度を厳しくする必要がなく、低コストを実現することができる
。さらに、弾性体と軸方向溝とのフリクションをコントロールすることができる構造なの
で、求められる操舵性能を容易に得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０２１６】
【図１】本発明の実施形態に係る車両ステアリング用伸縮軸を適用した自動車の操舵機構
部の概略的側面図である。
【図２】本発明の第１参考例に係るカルダン軸継手付き車両ステアリング用伸縮軸の縦断
面図である。
【図３】図２に示した車両ステアリング用伸縮軸の分解斜視図である。
【図４】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿った横断面図である。
【図５】操舵トルクと回転角度との関係を示すグラフ（その１）である。
【図６】操舵トルクと回転角度との関係を示すグラフ（その２）である。
【図７】操舵トルクと回転角度との関係を示すグラフ（その３）である。
【図８】本発明の第１実施の形態について図４と同様な横断面図である。
【図９】本発明の第２実施の形態について図４と同様な横断面図である。
【図１０】本発明の第１参考例の第１変形例について図４と同様な横断面図である。
【図１１】本発明の第１参考例の第２変形例について図４と同様な横断面図である。
【図１２】（Ａ）は、本発明の第２参考例に係るカルダン軸継手付き車両ステアリング用
伸縮軸の縦断面図であり、（Ｂ）は、（Ａ）のｂ－ｂ線に沿った横断面図である。
【図１３】（Ａ）は、図１２（Ａ）、１２（Ｂ）に示したカルダン軸継手付き車両ステア
リング用伸縮軸のサブ組立の部分切欠き断面を含む側面図であり、（Ｂ）は、雌軸の部分
切欠き断面を含む側面図であり、（Ｃ）は、（Ｂ）の雌軸を左方から視た雌軸の正面図で
ある。
【図１４】第２参考例に係る操舵トルクと回転角度との関係を示すグラフである。
【図１５】（Ａ）は、本発明の第２参考例の変形例に係るカルダン軸継手付き車両ステア
リング用伸縮軸の縦断面図であり、（Ｂ）は、（Ａ）のｂ－ｂ線に沿った横断面図である
。
【図１６】（Ａ）は、本発明の第３参考例に係るカルダン軸継手付き車両ステアリング用
伸縮軸の縦断面図であり、（Ｂ）は、（Ａ）のｂ－ｂ線に沿った横断面図である。
【図１７】図１５（Ａ）に示したカルダン軸継手付き車両ステアリング用伸縮軸の雌軸の
部分切欠き断面を含む側面図である。
【図１８】（Ａ）は、本発明の第３実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の縦断面
図であり、（Ｂ）は、弾性体である板バネの斜視図である。
【図１９】図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図である。
【図２０】本発明の第３実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の拡大部分断面図で
あり、トルク非伝達時を示す。
【図２１】本発明の第３実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の拡大部分断面図で
あり、トルク伝達時を示す。
【図２２】（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）は、夫々、本発明の第３、第５、第１６実施の形態で
使用する板バネの撓み状態を示す模式図である。
【図２３】本発明の第４実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図である（
図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【図２４】本発明の第５実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図である（
図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【図２５】本発明の第６実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図である（
図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【図２６】本発明の第７実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図である（
図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【図２７】本発明の第８実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図である（
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図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【図２８】本発明の第９実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図である（
図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【図２９】本発明の第１０実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図である
（図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【図３０】本発明の第１２実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図である
（図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【図３１】本発明の第１１実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図である
（図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【図３２】本発明の第１３実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図である
（図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【図３３】本発明の第１４実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図である
（図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【図３４】本発明の第１５実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図である
（図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【図３５】本発明の第１６実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図である
（図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【図３６】本発明の第１７実施の形態に係る車両ステアリング用伸縮軸の横断面図である
（図１８（Ａ）のＸ－Ｘ線に沿った横断面図に相当）。
【図３７】独国特許ＤＥ３７３０３９３Ｃ２号に係る車両ステアリング用伸縮軸の拡大部
分断面図であり、トルク非伝達時を示す。
【図３８】独国特許ＤＥ３７３０３９３Ｃ２号に係る車両ステアリング用伸縮軸の拡大部
分断面図であり、トルク伝達時を示す。
【図３９】（Ａ）、（Ｂ）は、夫々、独国特許ＤＥ３７３０３９３Ｃ２号で使用する板バ
ネの撓み状態を示す模式図である。
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